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議案第７５号

琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年琴浦町条例第 号

琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例

琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年

琴浦町条例第34号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

及び太枠で示すように改正する。

改正後 改正前

別表第１(第４条関係) 別表第１(第４条関係)

機関 事務

１ 町

長

琴浦町社会福祉法人等によ

る利用者負担の軽減制度実

施要綱(平成17年琴浦町訓令

第17号)による利用者負担額

の軽減に関する事務であっ

て、規則に定めるもの

２ 町

長

琴浦町特別医療費助成条例

(平成16年琴浦町条例第111

号)による医療費の助成(同

条例別表第１号から第３号

までに掲げる者に係るもの

に限る。以下「障がい者特別

医療費助成」という。)に関

する事務であって、規則で定

めるもの

機関 事務

１ 町

長

琴浦町社会福祉法人等によ

る利用者負担の軽減制度実

施要綱(平成17年琴浦町訓令

第17号)による利用者負担額

の軽減に関する事務であっ

て規則に定めるもの
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３ 町

長

琴浦町特別医療費助成条例

による医療費の助成(同条例

別表第４号に掲げる者に係

るものに限る。以下「特定疾

病特別医療費助成」という。)

に関する事務であって、規則

で定めるもの

４ 町

長

琴浦町特別医療費助成条例

による医療費の助成(同条例

別表第５号に掲げる者に係

るものに限る。以下「ひとり

親家庭特別医療費助成」とい

う。)に関する事務であって、

規則で定めるもの

５ 町

長

琴浦町特別医療費助成条例

による医療費の助成(同条例

別表第６号に掲げる者に係

るものに限る。以下「小児特

別医療費助成」という。)に

関する事務であって、規則で

定めるもの

６ 町

長

琴浦町心身障がい者医療費

助成条例(平成16年琴浦町条

例第124号)による医療費の

助成(以下「心身障がい者医

療費助成」という。)に関す

る事務であって、規則で定め

るもの

７ 教

育委

員会

琴浦町就学援助支給に関す

る要綱(令和５年琴浦町教育

委員会訓令第１号)による就

学の援助に関する事務であ

って規則で定めるもの

２ 教

育委

員会

琴浦町就学援助支給に関す

る要綱(令和５年琴浦町教育

委員会訓令第１号)による就

学の援助に関する事務であ

って規則で定めるもの
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別表第２(第４条関係) 別表第２(第４条関係)

機関 事務 特定個人情報

１ 町

長

琴浦町社

会福祉法

人等によ

る利用者

負担の軽

減制度実

施要綱に

よる利用

者負担額

の軽減に

関する事

務であっ

て規則に

定めるも

の

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 地方税法

(昭和25年法

律第226号)そ

の他の地方税

に関する法律

に基づく条例

の規定により

算定した税額

又はその算定

の基礎となる

事項に関する

情報(以下「地

方税関係情

報」という。)

(２) 住民基本

台帳法(昭和4

2年法律第81

号)第７条第

４号に規定す

る事項

(３) 介護保険

法(平成９年

法律第123号)

による保険給

付の支給、地

域支援事業の

実施又は保険

料の徴収に関

する情報

(４) 生活保護

機関 事務 特定個人情報

１ 町

長

琴浦町社

会福祉法

人等によ

る利用者

負担の軽

減制度実

施要綱に

よる利用

者負担額

の軽減に

関する事

務であっ

て規則に

定めるも

の

地方税法(昭和2

5年法律第226

号)その他の地

方税に関する法

律に基づく条例

の規定により算

定した税額若し

くはその算定の

基礎となる事項

に関する情報

(以下「地方税関

係情報」とい

う。)、住民基本

台帳法(昭和42

年法律第81号)

第７条第４号に

規定する事項

(以下「住民票関

係情報」とい

う。)、介護保険

法(平成９年法

律第123号)によ

る保険給付の支

給、地域支援事

業の実施若しく

は保険料の徴収

に関する情報

(以下「介護保険

給付関係情報」

という。)、生活

保護法による保

護の実施又は別

表第１の３の項
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法(昭和25年

法律第144号)

による保護の

実施又は就労

自立給付金の

支給に関する

情報

(５) 中国残留

邦人等の円滑

な帰国の促進

並びに永住帰

国した中国残

留邦人等及び

特定配偶者の

自立の支援に

関する法律

(平成６年法

律第30号)に

よる支援給付

又は配偶者支

援金の支給に

関する情報

(以下「中国残

留邦人等支援

給付等関係情

報」という。)

２ 町

長

障がい者

特別医療

費助成に

関する事

務であっ

て、規則で

定めるも

の

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 住民基本

台帳法第７条

各号(第13号

を除く。)に掲

げる情報(以

下「住民票関

係情報」とい

に掲げる事務若

しくは就労自立

給付金の支給に

関する情報(以

下「生活保護関

係情報」とい

う。)又は中国残

留邦人等の円滑

な帰国の促進並

びに永住帰国し

た中国残留邦人

等及び特定配偶

者の自立の支援

に関する法律

(平成６年法律

第30号)による

支援給付若しく

は配偶者支援金

の支給に関する

情報(以下「中国

残留邦人等支援

給付等関係情

報」という。)

であって規則で

定めるもの
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う。)

(２) 地方税関

係情報

(３) 生活保護

法による保護

の実施又は就

労自立給付金

若しくは進学

準備給付金の

支給に関する

情報(以下「生

活保護関係情

報」という。)

(４) 生活に困

窮する外国人

に対する生活

保護の措置に

関する事務で

あり、法別表

の23の項に規

定する主務省

令で定める事

務に準ずるも

のであって、

生活保護法に

よる保護の実

施又は就労自

立給付金若し

くは進学準備

給付金の支給

に関する事務

に準ずるもの

に関する情報

(以下「外国人

生活保護関係

情報」とい
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う。)

(５) 中国残留

邦人等支援給

付等関係情報

(６) 身体障害

者福祉法(昭

和24年法律第

283号)による

身体障害者手

帳に関する情

報

(７) 精神保健

及び精神障害

者福祉に関す

る法律(昭和2

5年法律第123

号)による精

神障害者保健

福祉手帳に関

する情報

(８) 知的障害

者福祉法(昭

和35年法律第

37号)にいう

知的障害者に

関する情報

(９) 療育手帳

制度要綱(昭

和48年厚生省

発児第156号)

による療育手

帳に関する情

報

(10) 健康保険

法(大正11年

法律第70号)、
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船員保険法

(昭和14年法

律第73号)、私

立学校教職員

共済法(昭和2

8年法律第245

号)、国家公務

員共済組合法

(昭和33年法

律第128号)、

国民健康保険

法(昭和33年

法律第192

号)、地方公務

員等共済組合

法(昭和37年

法律第152号)

又は高齢者の

医療の確保に

関する法律

(昭和57年法

律第80号)に

よる医療に関

する給付の支

給又は資格に

関する情報

(以下「医療保

険関係情報」

という。)

３ 町

長

特定疾病

特別医療

費助成に

関する事

務であっ

て、規則で

定めるも

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 住民票関

係情報

(２) 生活保護

関係情報
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の (３) 外国人生

活保護関係情

報

(４) 中国残留

邦人等支援給

付等関係情報

(５) 医療保険

関係情報

４ 町

長

ひとり親

家庭特別

医療費助

成に関す

る事務で

あって、規

則で定め

るもの

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 住民票関

係情報

(２) 地方税関

係情報

(３) 生活保護

関係情報

(４) 外国人生

活保護関係情

報

(５) 中国残留

邦人等支援給

付等関係情報

(６) 児童扶養

手当法(昭和3

6年法律第238

号)による児

童扶養手当の

支給に関する

情報(以下「児

童扶養手当関

係情報」とい

う。)

(７) 医療保険

関係情報
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５ 町

長

小児特別

医療費助

成に関す

る事務で

あって、規

則で定め

るもの

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 住民票関

係情報

(２) 生活保護

関係情報

(３) 外国人生

活保護関係情

報

(４) 中国残留

邦人等支援給

付等関係情報

(５) 医療保険

関係情報

６ 町

長

心身障が

い者医療

費助成に

関する事

務であっ

て、規則で

定めるも

の

次に掲げる情報

であって、規則

で定めるもの

(１) 住民票関

係情報

(２) 地方税関

係情報

(３) 生活保護

関係情報

(４) 外国人生

活保護関係情

報

(５) 中国残留

邦人等支援給

付等関係情報

(６) 身体障害

者福祉法によ

る身体障害者

手帳に関する

情報

(７) 精神保健
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別表第３(第５条関係) 別表第３(第５条関係)

及び精神障害

者福祉に関す

る法律による

精神障害者保

健福祉手帳に

関する情報

(８) 知的障害

者福祉法にい

う知的障害者

に関する情報

(９) 療育手帳

制度要綱によ

る療育手帳に

関する情報

(10) 医療保険

関係情報

情報照

会機関

事務 情報提

供機関

特定個

人情報

１ 教

育委

員会

琴浦町

就学援

助支給

に関す

る要綱

による

就学の

援助に

関する

事務で

あって

規則で

定める

もの

町長 次に掲

げる情

報であ

って、規

則で定

めるも

の

(１)

地方

税関

係情

報

(２)

住民

基本

台帳

情報照

会機関

事務 情報提

供機関

特定個

人情報

１ 教

育委

員会

琴浦町

就学援

助支給

に関す

る要綱

による

就学の

援助に

関する

事務で

あって

規則で

定める

もの

町長 地方税

関係情

報、住民

票関係

情報、生

活保護

関係情

報、中国

残留邦

人等支

援給付

等関係

情報又

は児童

扶養手

当法(昭
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法第

７条

第４

号に

規定

する

事項

(３)

生活

保護

法に

よる

保護

の実

施又

は就

労自

立給

付金

の支

給に

関す

る情

報

(４)

中国

残留

邦人

等支

援給

付等

関係

情報

(５)

児童

扶養

和36年

法律第2

38号)に

よる児

童扶養

手当の

支給に

関する

情報で

あって

規則で

定める

もの
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

手当

関係

情報
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議案第７６号

琴浦町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員等に

関する基準を定める条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の

人員等に関する基準を定める条例の一部を改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本

議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年琴浦町条例第 号

琴浦町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員等に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

琴浦町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員等に関する基準

を定める条例(平成27年琴浦町条例第４号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(基本方針) (基本方針)

第２条 略 第２条 略

２ 地域包括支援センターは、地域包括支

援センター運営協議会(介護保険法施行

規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省

令」という。)第140条の66第１号イに規

定する地域包括支援センター運営協議会

をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、

適切、公正かつ中立な運営を確保するも

のとする。

２ 地域包括支援センターは、地域包括支

援センター運営協議会(介護保険法施行

規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省

令」という。)第140条の66第１号ロ(２)

に規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえ

て、適切、公正かつ中立な運営を確保す

るものとする。

(人員に関する基準) (人員に関する基準)

第３条 一の地域包括支援センターが担当

する区域における第１号被保険者の数が

おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに

置くべき専らその職務に従事する常勤の

職員の員数(地域包括支援センター運営

協議会が第１号被保険者の数及び地域包

括支援センターの運営の状況を勘案して

必要であると認めるときは、常勤換算方

法(当該地域包括支援センターの職員の

勤務延時間数を当該地域包括支援センタ

第３条 一の地域包括支援センターが担当

する区域における第１号被保険者の数が

おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに

置くべき専らその職務に従事する常勤の

職員の員数は、原則として次のとおりと

する
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ーにおいて常勤の職員が勤務すべき時間

数で除することにより、当該地域包括支

援センターの職員の員数を常勤の職員の

員数に換算する方法をいう。)によること

ができる。次項において同じ。)は、原則

として次のとおりとする。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支

援センター運営協議会が地域包括支援セ

ンターの効果的な運営に資すると認める

ときは、複数の地域包括支援センターが

担当する区域を一の区域として、当該区

域内の第１号被保険者の数について、お

おむね 3,000 人以上 6,000 人未満ごとに

同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当

該複数の地域包括支援センターに配置す

ることにより、当該区域内の一の地域包

括支援センターがそれぞれ同項の基準を

満たすものとする。この場合において、

当該区域内の一の地域包括支援センター

に置くべき常勤の職員及びその員数は、

同項各号に掲げる者のうちから２人とす

る。

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条

件その他の条件を勘案して特定の生活圏

域に一の地域包括支援センターを設置す

ることが必要であると地域包括支援セン

ター運営協議会において認められた場合

には、当該地域包括支援センターの人員

配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当

する区域における第１号被保険者の数に

応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとこ

ろによることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に一の地域包括支援センターを設置する

ことが必要であると地域包括支援センタ

ー運営協議会において認められた場合に

は、当該地域包括支援センターの人員配

置基準は、次の表の左欄に掲げる担当す

る区域における第１号被保険者の数に応

じ、それぞれ同表の右欄に定めるところ

によることができる。

担当する

区域にお

ける第１

人員配置基準 担当する

区域にお

ける第１

人員配置基準
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

号被保険

者の数

おおむね

1,000人未

満

第１項各号に掲げる者の

うちから１人又は２人

おおむね

1,000人以

上2,000人

未満

第１項各号に掲げる者の

うちから２人(うち１人は

専らその職務に従事する

常勤の職員とする。)

おおむね

2,000人以

上3,000人

未満

専らその職務に従事する

常勤の第１項第１号に掲

げる者１人及び専らその

職務に従事する常勤の同

項第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人

号被保険

者の数

おおむね

1,000人未

満

前項各号に掲げる者のう

ちから１人又は２人

おおむね

1,000人以

上2,000人

未満

前項各号に掲げる者のう

ちから２人(うち１人は専

らその職務に従事する常

勤の職員とする。)

おおむね

2,000人以

上3,000人

未満

専らその職務に従事する

常勤の前項第１号に掲げ

る者１人及び専らその職

務に従事する常勤の同項

第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれか１人
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議案第７７号

琴浦町国民健康保険条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町国民健康保険条例の一部を改正することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定

により、本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



令和６年琴浦町条例第 号

琴浦町国民健康保険条例の一部を改正する条例

琴浦町国民健康保険条例(平成16年琴浦町条例第127号)の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、令和６年12月２日から施行する。

(経過措置)

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第260号）

第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例

の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

改正後 改正前

第10条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭

和33年法律第192号)第９条第１項若しく

は第５項の規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした場合においては、その

者に対し10万円以下の過料に処すること

ができる。

第10条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭

和33年法律第192号。)第９条第１項若し

くは第９項の規定による届出をせず、若

しくは虚偽の届出をした場合又は同条第

３項若しくは第４項の規定により被保険

者証の返還を求められてこれに応じない

場合においては、その者に対し10万円以

下の過料に処することができる。
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議案第７８号

琴浦町営住宅団地集会所条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町営住宅団地集会所条例の一部を改正することにつ

いて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年琴浦町条例第 号

琴浦町営住宅団地集会所条例の一部を改正する条例

琴浦町営住宅団地集会所条例(平成16年琴浦町条例第183号)の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠

で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改正後 改正前

(名称及び位置) (名称及び位置)

第２条 集会所の名称及び位置は、次のと

おりとする。

第２条 集会所の名称及び位置は、次のと

おりとする。

名称 位置

略

琴浦町船望台団

地集会所

琴浦町大字別所311

番地

略

名称 位置

略

琴浦町船望台団

地集会所

琴浦町大字別所311

番地

琴浦町朝日ヶ丘

団地集会所

琴浦町大字別所334

番地

略
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議案第７９号

琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部を改

正することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の

規定により、本会議の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和６年琴浦町条例第 号

琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部を改正する条例

琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例(平成16年琴浦町条例第155

号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

及び太枠で示すように改正する。

改正後 改正前

(定義) (受益者)

第２条 この条例における「受益者」の意

義については、琴浦町公共下水道事業受

益者負担金及び分担金徴収条例(平成16

年琴浦町条例第178号。以下「公共下水道

事業受益者負担金及び分担金徴収条例」

という。)第２条の規定を準用する。

第２条 この条例において「受益者」とは、

当該事業の施行に係る地域の居宅及び借

家、事業所等の所有者をいう。

(分担金の総額) (分担金の賦課及び徴収)

第３条 略 第３条 略

(分担金の額及び賦課並びに徴収の方法) (分担金の額及び徴収の方法)

第４条 受益者が負担する分担金の額及び

賦課並びに徴収については、公共下水道

事業受益者負担金及び分担金徴収条例第

４条及び第５条の規定を準用する。

第４条 受益者が負担する分担金の額は１

戸当り290,000円とし、戸数の基準は別表

第１に掲げるとおりとする。

２ 分担金は５年に分割して徴収するもの

とする。ただし、受益者は分担金を一括

して納付することができることとし、町

長は一括前納した受益者に対して次の表

の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に掲げる報奨金を交付する。

摘要 前納報奨金
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３ 前項に規定するもののほか、賦課徴収

については、琴浦町税条例(平成16年琴浦

町条例第57号)の例による。

(分担金の督促等) (分担金の督促等)

第４条の２ 分担金の督促及び督促手数料

並びに延滞金の徴収については、公共下

水道事業受益者負担金及び分担金徴収条

例第９条の規定を準用する。

第４条の２ 分担金の督促並びに督促手数

料及び延滞金の徴収については、琴浦町

税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収

条例(平成20年琴浦町条例第46号)の規定

を準用する。この場合において、同条例

第５条中「14.6パーセント」とあるのは

「14.5パーセント」と読み替えるものと

する。

(分担金徴収の猶予及び減免) (分担金徴収の延期及び減免)

第５条 町長は、必要があると認めたとき

は、分担金の徴収を猶予し、又は減免す

ることができることとし、その基準につ

いては、公共下水道事業受益者負担金及

び分担金徴収条例第６条及び第７条の規

定を準用する。

第５条 町長は、必要があると認めたとき

は、分担金の徴収を延期し、又は減免す

ることができることとし、その基準は別

表第２及び別表第３に掲げるとおりとす

る。

別表第１(第４条関係)

戸数の基準

第１期目の納期限

までに当該分担金

の全期分を一括納

入した場合

１戸分当たり20,

000円

第２期目の納期限

までに当該分担金

の２・３・４・５

期分を一括納入し

た場合

１戸分当たり10,

000円

項目 戸数

１住居等の場合 １戸

同一敷地内(連担地を含む)に １戸
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同一受益者が、住居等と借家

(間借を含む)を所有する場合

従業者10人未満の事業所等の

場合

１戸

世帯数10世帯未満の民間の賃

貸住宅等の場合

１戸

収容人員25人未満の旅館等の

場合

１戸

同一敷地内(連担地を含む)に

住居等と従業員10人未満の事

業所等の場合

１戸

同一敷地内(連担地を含む)に

住居等と収容人員25人未満の

旅館等の場合

１戸

従業者10人以上25人未満の事

業所等の場合

1.5戸

世帯数10世帯以上25世帯未満

の民間の賃貸住宅等の場合

1.5戸

収容人員25人以上50人未満の

旅館等の場合

1.5戸

従業者25人以上50人未満の事

業所等の場合

２戸

世帯数25世帯以上の民間の賃

貸住宅等の場合

２戸

収容人員50人以上100人未満の

旅館等の場合

２戸

従業者50人以上100人未満の事

業所等の場合

2.5戸

従業者100人以上の事業所等の ３戸
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別表第２(第５条関係)

分担金徴収猶予基準

別表第３(第５条関係)

場合

国及び地方公共団体の一公共

施設

１戸

同一敷地内(連担地を含む)に

同一地方公共団体が、複数の公

共施設を所有する場合

１戸

徴収猶予項

目

猶予期間 条件

１ 係争地

等

受益者の決

定(判定)の

日までの期

間

２ 建築物

のない土

地(宅地

及び雑種

地等)

建築物が建

設されるま

での期間

(ただし５

年以内)

５年を超え

た場合は再

申請を行う

こと。

３ 災害等

により負

担金を納

付するこ

とが困難

であると

認められ

るとき。

２年以内の

範囲で、そ

の状況に応

じて町長が

定める。

公の罹災証

明等を添付

する。

４ その他

町長が特

に認めた

とき。

町長が必要

と認める書

類を添付す

る。
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分担金減免基準

該当する

項目

減免の対

象となる

建築物又

は土地

該当する

主な施設

減

免

率

１ 国又

は地方

公共団

体が公

用に供

し、若

しくは

供する

ことを

予定し

ている

土地に

係る受

益者

① 学校

教育法

第１条

に基づ

く学校

施設

小学校、中

学校、高等

学校、大

学、高等専

門学校、特

別支援学

校、幼稚園

7

5

％

② 社会

福祉法

第２条

に基づ

く社会

福祉施

設

母子生活

支援施設、

老人ホー

ム、助産施

設、保育

所、児童厚

生施設、隣

保館、デイ

サービス

センター

7

5

％

③ 警察

法務収

容施設

刑務所、拘

置所、少年

鑑別所

7

5

％

④ 一般

庁舎等

官公庁の

庁舎等、図

書館、体育

運動施設、

公民館、博

物館、駐在

所、公営住

宅、公園等

5

0

％
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⑤ 病院 国立・県

立・町立

(診療所を

含む。)病

院

2

5

％

⑥ 有料

の公務

員宿舎

2

5

％

２ 国又

は地方

公共団

体がそ

の企業

の用に

供して

いる土

地に係

る受益

者

① 企業

用財産

となっ

ている

施設

水道施設 2

5

％

３ 国又

は地方

公共団

体が公

共の用

に供す

ること

を予定

してい

る土地

に係る

受益者

10

0

％

４ 公の

生活扶

助を受

① 生活

保護法

による

10

0

％
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けてい

る受益

者その

他これ

に準ず

る特別

の事情

がある

と認め

られる

受益者

生活扶

助受給

者が所

有する

施設

(

た

だ

し

、

受

給

期

間

中

の

み

)

② 生活

扶助を

受けて

いる者

に準ず

ると認

められ

る生活

困窮者

の所有

する施

設

困

窮

の

度

合

い

に

応

じ

町

長

が

定

め

る

５ その

状況に

より特

に負担

金を減

免する

必要が

① 学校

教育法

第１条

に基づ

く学校

で、私

立学校

私立の小

学校、中学

校、高等学

校、大学、

高等専門

学校、特別

支援学校、

7

5

％
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あると

認めら

れる土

地に係

る受益

者

法第３

条に定

める学

校法人

の施設

(管理

人又は

職員等

の居住

に使用

する建

築物は

除く。)

幼稚園

② 学校

教育法

第134

条に規

定する

各種学

校施設

(管理

人又は

職員等

の居住

に使用

する建

築物は

除く。)

自動車学

校等各種

私立学校

5

0

％

③ 社会

福祉法

第２条

に基づ

く事業

で同法

第22条

私立の母

子生活支

援施設、老

人ホーム、

助産施設、

保育所、児

童厚生施

7

5

％
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に定め

る社会

福祉法

人が経

営する

社会福

祉施設

設、隣保

館、デイサ

ービスセ

ンター

④ 宗教

法人法

第２条

に掲げ

る団体

が、本

文に掲

げる目

的のた

めに使

用する

施設

(管理

人又は

職員の

居住に

使用す

る建築

物は除

く。)

で、同

法第３

条に規

定する

境内建

築物及

び境内

地

神社、寺

院、教会、

修道院、そ

の他これ

に類する

団体の本

殿、拝殿、

社務所、本

堂、庫裏、

教団事務

所、参道

4

0

％
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⑤ 墓

地、埋

葬等に

関する

法律第

２条第

５項及

び第６

項に規

定する

施設及

び土地

墓地、納骨

堂

10

0

％

⑥ 地域

の自治

的団体

が公用

に供す

る施設

及び土

地

消防倉庫、

防火水槽

10

0

％

集会所、公

民館、公園

等

5

0

％

⑦ 私道

に係る

土地

公共性の

ある私道

敷で公道

に準ずる

と認めら

れるもの

10

0

％

⑧ 文化

財保護

法、鳥

取県及

び琴浦

町文化

財保護

条例に

10

0

％
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

より指

定され

た文化

財であ

る建築

物又は

土地

⑨ その

他実情

に応じ

て減免

するこ

とが必

要と認

められ

る建築

物及び

土地

そ

の

都

度

、

町

長

が

定

め

る

。



90 - 1

議案第９０号

令和５年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町一般会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付し

て、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９１号

令和５年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９２号

令和５年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について、

監査委員の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９３号

令和５年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意

見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９４号

令和５年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、監査委

員の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９５号

令和５年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算について、監査

委員の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９６号

令和５年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第９７号

令和５年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



98 - 1

議案第９８号

令和５年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



99 - 1

議案第９９号

令和５年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１００号

令和５年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０１号

令和５年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０２号

令和５年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０３号

令和５年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０４号

令和５年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

令和５年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



105 - 1

議案第１０５号

令和５年度琴浦町水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基

づき、令和５年度琴浦町水道事業会計決算について、監査委員の意見を付し

て、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０６号

令和５年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について

令和５年度琴浦町水道事業会計における剰余金の処分について地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、剰余

金処分計算書のとおり処分することについて本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和５年度琴浦町水道事業会計剰余金処分計算書（案）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高

1,274,268,838 301,548,221 84,238,325

議会の議決による処分

0 0 △37,659,534

建設改良積立金の積立

0 0 △37,659,534

建設改良積立金の積立

及び資本金への組入 0 0 0

資本金への組入

0 0 0

処分後残高

1,274,268,838 301,548,221
（繰越利益剰余金）

46,578,791

（単位：円）
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議案第１０７号

令和５年度琴浦町下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基

づき、令和５年度琴浦町下水道事業会計決算について、監査委員の意見を付

して、本議会の認定に付する。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１０８号

令和５年度琴浦町下水道事業会計剰余金の処分について

令和５年度琴浦町下水道事業会計における剰余金の処分について地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づき、剰

余金処分計算書のとおり処分することについて本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和５年度琴浦町下水道事業会計剰余金処分計算書（案）

資本金 資本剰余金
未処分利益

剰余金

当年度末残高

1,206,695,351 349,087,466 19,203,572

議会の議決による処分

0 0 △19,203,572

建設改良積立金の積立

0 0 △19,203,572

建設改良積立金の積立

及び資本金への組入 0 0 0

資本金への組入

0 0 0

処分後残高

1,206,695,351 349,087,466
（繰越利益剰余金）

0

（単位：円）
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議案第１０９号

建設工事請負契約の締結について

〔旧浦安地区公民館解体工事〕

次のとおり、建設工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求め

る。

１ 工 事 名 旧浦安地区公民館解体工事

２ 工 事 場 所 東伯郡琴浦町大字浦安152-3

３ 工事完成期限 令和７年３月２１日

４ 請 負 金 額 一金 ６７，１００，０００円

５ 契約の方法 指名競争入札

６ 契 約 者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束８７３番地

氏名 株式会社 伊藤建設

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１０号

建設工事請負契約の締結について

〔旧安田小学校改修工事〕

次のとおり、建設工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求め

る。

１ 工 事 名 旧安田小学校改修工事

２ 工 事 場 所 東伯郡琴浦町大字箆津318番地

３ 工事完成期限 令和７年３月14日

４ 請 負 金 額 一金 １５２，９００，０００円（税込み）

５ 契約の方法 限定公募型指名競争入札

６ 契 約 者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕817番地７

氏名 高野組・チュウブ特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社高野組 代表取締役 高力 久美

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１１号

財産の無償譲渡について

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 財産の内容

２ 相手方

(１) 住所 琴浦町大字矢下９１７番地

(２) 氏名 矢下自治会代表 山本 英明

３ 理由

矢下自治会は平成１２年１０月２７日に認可地縁団体として認可済みであ

り、上記財産は矢下自治会が公民館用地として適切な管理を行っている。

自治活動の一層の活性化を図るため、公民館用地を無償で譲渡するものであ

る。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

区分 所在 地目 地積(㎡) 備考

土地 琴浦町大字矢下字北田917 宅地 1,454.00 公民館用地
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議案第１１２号

財産の無償譲渡について

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 財産の内容

２ 相手方

琴浦町大字別所333番地１

朝日ヶ丘自治会区長 桑本 優男

３ 理由

朝日ヶ丘自治会は、令和６年１月12日に認可地縁団体として認可済であり、

上記財産は、朝日ヶ丘自治会が集会所として適切な管理を行っている。

自治会活動の一層の活性化を図るため、集会所用地及び集会所を無償で譲渡

するものである。

区分 所在 地目 地積(㎡) 備考

土地 琴浦町大字別所字荒神畑 333 番１ 宅地 449.55 集会所用地

区分 所在 種類及び構造 面積(㎡)

建物

（集会所）

琴浦町大字別所字荒神畑

333 番１
木造瓦葺き平屋建 72.76
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令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１３号

琴浦町一向平キャンプ場の指定管理者の指定について

次のとおり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３

項に規定する公の施設の指定管理者を指定することについて、同法第２４

４条の２第６項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 琴浦町一向平キャンプ場

２ 指定管理者

(１) 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字野井倉６８８番地１２９

(２) 団体名 株式会社一向平キャンプ場

(３) 代表者 代表取締役 都築 法明

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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議案第１１４号

鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に

より、別紙のとおり鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する

ことに関し協議することについて、同法第２９１条の１１の規定により、

本議会の議決を求める。

令和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ６ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約

鳥取県後期高齢者医療広域連合規約（平成 19 年鳥取県指令第 200600154870 号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すよ

うに改正する。

附 則

（施行期日）

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。

改正後 改正前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

1 被保険者の資格管理に関する申請及

び届出の受付

2 資格確認書等の引渡し

3 資格確認書等の返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受

付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 上記事務に付随する事務

1 被保険者の資格管理に関する申請及

び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の返還の

受付

4 医療給付に関する申請及び届出の受

付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 上記事務に付随する事務
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